
①　「回収依頼書」をFAX

②　使用済みトナーカートリッジを梱包

③　使用済みカートリッジの引き渡し

お申し込み後2～3営業日以内に、弊社指定業者が送り状持参の上で回収に伺います。

● 回収用のトナーカートリッジの梱包方法 (例)

□ 未使用のトナーカートリッジが混ざっていませんか？

⇒ 一度回収した品物のご返却は承りかねます。

⇒ リターン注文品やクレーム品の回収についてはご購入先までご連絡下さい。

ご注意！  <梱包前に必ずお確かめ下さい>

□ リターン注文品やクレーム品が混ざっていませんか？

  ※プリンタ消耗品以外（ゴミなど）を送付された場合、運賃を請求させていただく場合もございます

使用済みトナーカートリッジ回収の申し込み

トナー/ドラム交換時、空になった袋と個装箱をご活用ください。

尚、カートリッジ破損防止のため、緩衝材や新聞紙などでの固定・保護をお願いいたします。

以下までFAXにてお申し込み下さい。

裏面の「使用済みトナーカートリッジ回収依頼書」に必要事項をご記入の上、

  この度は弊社のリサイクルトナーカートリッジをお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

弊社では、資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みトナーカートリッジを回収し、

資源の再利用の向上に取り組んでおります。

使用済みのトナー/ドラムカートリッジは、空の袋と個装箱を使って再梱包の上、ご返却下さい。

  ※リサイクル可能なレーザープリンター用トナー/ドラムカートリッジが無料回収の対象となります

  ※リサイクル不可の商品（複合機のトナーなど）は、プリンタメーカーの無料回収もご検討ください

２本～６本をひとまとめにします。
梱包用テープまたはガムテープ等で

個装箱を２箇所巻きます。

使用済みトナーカートリッジの無償回収のご案内

トナー回収センター宛 FAX：03-5922-1578

回収時の資源エネルギー消費を減らす為、

本数をまとめた回収にご協力下さい。

※使用済みカートリッジの回収方法が変わりました！※

従来、使用済みカートリッジ回収用の送り状を同封しておりましたが、

今後は都度FAXにて、使用済みカートリッジの回収をご依頼いただく方式へと変更いたしました。

大変恐れ入りますが、今後ともお引き合いの程お願い申し上げます。



＜ビル・マンション名（階）＞

＜フリガナ＞

＜フリガナ＞

＜フリガナ＞

※ リターン注文品やクレーム品の回収についてはご購入先までご連絡下さい。

※ お申し込み後2～3営業日以内に、弊社指定業者が送り状持参の上で回収に伺います。

※ 回収日・時間帯指定は承りかねます。

※ 一度回収した品物のご返却は承りかねます。

※ リサイクル不可の商品（複合機のトナーなど）は、プリンタメーカーの無料回収もご検討ください。

－

この面を送信して下さい｡

使用済みトナーカートリッジ回収依頼書

必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご送付下さい。

※ 回収時の間違い防止の為、FAX後この依頼書を回収荷物に添付して下さい。

 お申し込み日 年 月 日

 住所

都・道・府・県

 郵便番号 〒

 回収個口数 個口

FAX：03-5922-1578

トナー回収センター　行  H

 会社(法人)名

 回収先部署名

 担当者

 担当者電話番号

 担当者FAX番号

 回収トナー名


